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精神科リエゾンチーム診療実施計画書
作成日

症 :入院治 に支

が困

がない 中等症 :入院治

平成 年 月1   日

がでている
【重症度評価】

重症 :入院治 であ

性(ら、 lD:

(男・女)
氏 名

病棟 :

日 (・大・昭・月 日
)

生

2)1 )診断 (身体疾患)

2)
1 )診断 (精神疾患 )

又は□ せ つ つ

で

□ る

□ その

実施要件

<現 >

抑うつ

せん妄
幻覚・妄想

興警

自殺念慮

睡眠障害  不眠

傾眠

問題行動  徘徊

暴力行為

1      安静保持困難

EIなし
□なし
EIなし
[Iなし
Elなし
[lなし
[lなし
[]なし
□なし
[]なし
[〕なし
□なし
口なし
[]なし

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□軽症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□中等症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

□重症

・焦状  不精 症

その他 (具体的に)( □

意識障害
認知機能障害

態 ><その他の

尺度     [     ]  (0-100)
□問題なし

□軽度の症状がらるも、日常生活動作は自立

□時に介助が必要、■―日の半分以上は起きている

□しばしば介助が必要、■―日の半分以上臥床している

日常に介助が必要、終日臥床している

精神機能の全

身体活動状態

体的評価 (GAF)
全般

歩行  □

排泄  □

食事  □

入浴  □

問題なし  □要

問題なし  []要
問題なし  []要
問題なし  []要

介助   □不可

介助   ロポータブル

介助   □不可

介助   □不可

>の< 評価
△
ラ

チームでのな目
重症

・チーム回診でのフォロー
精神症状を伴っている□軽症

・チーム回診でのフオロー 十 適宜診療

・精神科専門医療の提供(精神療法、案物療法等)
精神症状を伴い、入院治療

に影響がでている□中等症

・チーム回診でのフオロー +頻 回の診療

・精神科専門医療の提供(精神療法、薬物療法等 )
精神症状を伴い、入院治療
の継続が困難である□重症

・精神科病棟での治療を検討
では治療継続できなしl

い 、
□最重症



治療目標

□ せん妄又は抑うつの改善

□ 自殺念慮の消失

□ 精神疾患の治療継続、軽快

□ その他 (
)

治療計画
(1)

□薬物療法 □抗精神病薬
□抗不安薬
□その他 (

□ 抗うつ薬 □気分安定薬
□認知症治療薬

□心理療法

□心理教育

□作業療法

□睡眠薬

)

ロソーシヤルワーク

□服薬指導

□その他  ( )

治療計画
(I)

現  症 短期目標 具体
~F百

=ア
~

精神症状

不安・焦燥

抑うつ

せん妄

幻覚・妄想

興奮

睡眠障害 ( )

問題行動 ( )

意識障害

認知機能障害

その他
(具体的に)

( )

主治医 精神科医

看護師 精神保健福祉士

作業療法土師 薬剤師

公認心理師 ( )

次回の再評価予定日 平成 年    月 日

年    月平成 日

自殺念慮

本人・家族への説明日



別紙様式 45

回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリテーション実績指数

等に係る報告書

保険医療機関名

郵便番号

住所

報告年月日

直近の報告年月日

1.退棟患者数

① )月 (  )月 )月 )月

②

前月までの 6か月間に回復

期リハビリテーション病棟

から退棟した患者数

名 名
力

'つ 名

2.1日 当たりの リハ ビリテーション提供単位数

① ( )月 (  )月 ( )月 ( )月

③

前月までの 6か月間に回復期 リハ ビ

リテーション病棟に入院 していた回

復期 リハビリテーションを要する状

1態の患者の延べ入院日数

日 日 日 日

④

前月までの 6か月間に③の患者に対

して提供された疾患別リハビリテー

ションの総単位数 (i+li+ili+� +

v)

単位 単位 単 位 単位

再

掲

l

前月までの6か 月間に③の患者

に対して提供された心大血管疾

患リハビリテーションの総単位

数

単位 単位 単位 単位

11

前月までの6か月間に③の患者

に対して提供された脳血管疾患
単位 単位 単位 単位



等リハビリテーションの総単位

数

lll

前月までの 6か月間に③の患者

に対して提供された廃用症候群

リハビリテーションの総単位数

単 位 単位 単位 単位

IV

前月までの 6か月間に③の患者

に対 して提供された運動器 リハ

ビリテーションの総単位数

単 位 単位 単位 単位

V

前月までの 6か月間に③の患者

に対して提供された呼吸器 リハ

ビリテーションの総単位数

単位 単位 単位 単位

⑤
1日 当たりのリハビリテーション提

供単位数 (④/③ )

単位 単位 単位 単位

3.リ ハビリテーション実績指数

① (  )月 (  )月 )月 )月

⑥

前月までの6か月間に回復期リハビリ

テーション病棟を退棟した回復期リハ

ビリテーションを要する状態の患者数

″

`

スア
イコ 名 名

⑦
⑥のうち、リハビリテーション実績指

数の計算対象とした患者数
名 名 名 ク́

`コ

③

⑦の患者の退棟時のFIM得点 (運動

項目)か ら入棟時のFIM得点 (運動

項目)を控除したものの総和

点各 点 点 点

⑨

②の各患者の入棟から退練までの日数

を、当該患者の入棟時の状態に応じた

回復期リハビリテーション病棟入院料

の算定日数上限で除したものの総和

名 慕 慕 慕

⑩ リハビリテーション実績指数 (③/⑨ )
占
小一

点 点 占

4.除外患者について (届 出の前月までの 6か月について以下を記入する。)

① 届出の前月までの6ヶ 月 )月 ( ) ( ) )



月 月 月 月 月

名 名 名 名 名 名

患者数の40%以 上であるこ

とによ 外の有
に る |

除外後の入棟患者数 (Ω①が
の場合のみ )

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

名 名 名 名 名 名

リ Iメ ヨ ンノヽ
~ア

ン

数
者

の 計算 対象か う 除 外 した 患 名 名 名 名 名 名

① 除外割
(⑮÷ (⑫

ロ

又は⑭))
% % % % %

5.高次脳機能障害患者が40%以上であることによる除外について (⑬が有の場合には、

それぞれ①のフか月前から前月までの 6か月間の状況について記入。)

6.前月の外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導の実施

〈あり ・ なし)

※ ＜

記
)にはそれぞれ①の前月を

載

( )月 ま

での

6か月

( )月
までの

6か月

(  )月

までの

6か月

( )月
までの

6か月

(  )月

までの

6か月

( )月
までの

6か月

名 名 名 名 名

つ の
名 名 名 名 名 名

% % % %, %の

(

%

て
「

~天
標患者数

%

てア
~~百

不羽間b退棟患者数 1   名



[記載上の注意]

1.①については、毎年7月 に報告する際には、前年 10月 、当該年 1月 、4月 及び7月 に

ついて記入する。別の月に報告する際には、報告を行う月及び報告を行う月以前で 1月 、

4月 、7月 及び 10月 のうち直近の月について記入する。ただし、新規に当該入院料の届

出を行うなど、当該月について算出を行つていない項目については、記入は不要である。

2.②はリハビリテーション実績指数の計算対象となつたものに限る。

3.④は選定療養として行われたもの及びその費用が回復期リハビリテーション病棟入院

料に包括されたものを除く。

4.⑫は入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であつたものに限る。

5.①の除外患者数は、入棟日においてFIM運動項目の得点が20点以下若しくは76点

以上、FIM認知項目の得点が 24点以下、又は年齢が80歳以上であったことによリリ
ハビリテーション実績指数の計算対象から除外したものに限る。

6.①の除外割合は、⑬が「有」の場合は⑮÷⑭、「無」の場合は⑮÷⑫とする。

7.①は在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。

3.⑬、①、⑩の高次脳機能障害とは、「基本診療料の施設基準等」別表第九に掲げる「高
次脳機能障害を伴つた重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当する、回復期リハビリテーション入院料が算定開始日から起算して 180

日以内まで算定できるものに限る。

9.「前月の外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導の実

施」については「あり」又は「なし」の該当するものを0で囲むこと。



(男 |」 i泰 3)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(平成30年 3月 5日 保医発0305第 2号 )

第2 届出に関する手続き

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前 1か月の

実績を有していること。ただし、次に掲げる入院料に係 る実績 については、それぞれ以下に定め

と。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者るところによるこ

及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績 要しない。

■1主_精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科教急・合併症入院料の施設基

準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入院料 1、 回復期リハビリテー

ション病棟入院料 2、 回復期 リハビリテーション病棟入院料 3、 回復期 リハ ビリテーション

病棟入院料 4及び回復期 リハビリテーション病棟入院料 5の施設基準については届出前 6か

月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前 1年間の実績を有 しているこ

と。

(2)療 養病棟入院基本料 (許可病床数が200床以上の病院に限る。)を届け出る場合であって、

― タ カロ ,に40σ)5 け て い を届け の

から起算 して 1 以内の間は、様式40の 7の届出 要 しないこと。

上Lとr書び椿急性期一般入院料 2 xlま美び急性期一般入院料 3については、届出前の直近 3月 以

上急性期一般入院料 1又 は急性期一般入院料 1若 しくは急性期一般入院料 2を算定している

実績を有 していること。ただし、平成30年 3月 31日 時点で、診療報酬の算定方法の一部を改

正する件 (平成30年厚生労働省告示第43号)による改正前の診療報酬の算定方法 (以下 「旧

算定方法」という。)別表第一区分番号A100に 掲げる 7対 1入院基本料の届出を行って

いる病棟並びに一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料 (一般病棟の場合に限る。)

及び専門病院入院基本料について、全ての病棟で包括的に届出を行 うのではなく、看護配置

が異なる病棟群 (7対 1入院基本料と10対 1入院基本料の組み合わせに限る。)ごとによる届

出を行っている保険医療機関における当該病棟にあつては、急性期一般入院料 2又は 3の基

準を満たす限り、平成32年 3月 31日 までの間、届出前の直近 3月 以上の急性期一般入院料 1

又は急性期一般入院料 1若 しくは急性期一般入院料 2の算定実績を要しない。また、初診料

の注12に規定する機能強化加算については、実績を要しない。寺隷 Fキ|を親美‐ 響 デ
'の

権言=

拳 響 舞 吾ホ菱便ミ=景第巨寺 く姜 +孵姜モ器誤者 澱 3辛尋
=普

寺姜菱 更→■な■=モ■弓ラ姜 帯 奪 t声り書弓馬=

尋 影維 を弄 妻 許〒
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